
◆安全共済会 加入手続の流れ 

  

大阪府こども会育成連合会・全国子ども会連合会の安全共済会は、こども会活動中に発生した負傷・疾

病・後遺障害または死亡に対して、お見舞金を給付する制度を運営する会のことです。 

池田市こ連では、安全共済会の加入をもって、こども会の会員としています。必ず、４月１５日以降に下

記の加入手続を行ってください。 

 

 

…活動地域、代表者（会長）氏名、性別、種別、年齢、生年月日、 

連絡先（メールアドレス必須）、ログイン用情報の登録、全子連加入の有無 

 

 

 

…加入者情報（氏名、性別、種別、年齢、生年月日等）、メールアドレス（任意）、

ログインパスワードの登録（要保存）、全子連加入の有無 

 

 

 

…指定の振込用紙（池田泉州銀行）で￥１８０/人（全子連加入の場合は 

￥２５０/人）× 加入者数で振込をする。（池田市と市こ連から加入金の半額補助

しているため） 

 

 

 

 

…申請期間（「安全共済会加入説明会資料」を参照）中に、代表者ページから加入

の承認を行う。 

 

 

 

加入者情報登録 

（代表・会員） 

必ず大人から！（幼児の登録には事前の保護者 IDが必要） 

加入金振込 

（こども会代表者） 

 

登録した時に発行されるＩＤと設定したパスワードは必ず記録 

りそな銀行の振込用紙は、事務局に提出 

事務局作業（月の締切日から１週間程度。当初月は締切日から１週間申込不可） 

年度当初は５月１４日（水）締切【厳守】※ドッジボール大会の日程が６月のため 

振込処理→承認申請 

（代表者） 

 

申請期間中に作業を行わない場合、加入手続が完了しません。 

事 務 局 作 業 

市こ連・府こ連の作業が完了するまでに、「年間行事」「日常定例活動」に抜けが無いよう、すべての活動

をご記入の上にお待ちください（事業計画を事前に入力されていないと補償の対象外となります）。 

加 入 手 続 完 了 

 

こども会情報登録・

新会長指名 

（代表者） 



※加入手続にあたっての注意点 
・加入年度の４月１日時点で４歳未満の幼児の会員につきましては、必ず保護者の登録が必要です。先に 

保護者を登録していただき、発行されたＩＤを幼児の加入手続時に保護者番号として入力してください。 

 ・事業計画は、行事計画と日常定例活動の２種類があります。 

   行事…宿泊を伴うものは必ずこちらに入れてください。随時入力できますが、具体的に日取りが決まっ 

ていないものもなるべくあらかじめ入力し、実施の最大可能日（例：秋のハイキングなら一般的 

に秋とされる１１月３０日）を入力し、決定した時点で更新するようにしてください。 

※計画ですので、予定日・参加人数のズレについて変更の必要がありませんが、なるべく正確に、漏れ 

の無いように記入をお願いします。 

   日常定例活動…行事に関する会議、練習、下見、反省会など全て入力してください。夏休みなどの長期 

休業中のドッジボールやかるたの練習などについては、活動名の後に但し書きを「（夏 

休み中は平日に追加）」などのように追記するようにしてください。行事の打ち合わせ 

などについても同様です。 

  ※平成２９年度より、府こ連の会費が２５０円→３５０円に値上がりしました。値上げ分については、池 

田市と市こ連が負担しています。 

  ※年度途中に単位こども会活動地域外に引っ越された場合（６年生時の区域外通学許可が出た場合も含  

む）、元のこども会活動中は対象内ですが、往復途上は対象外となりますのでご注意ください。 

 

◆ケガや病気が起こったら… 
 

① 病院に行くこと。（必ず病院に行ってください。医師免許所持者の診断書でなければ申請が

できません） 

  ・様子を見て、翌日に行くのは可（過去の例では、翌々日までが申請手続上限界） 

  ・資料内の支払対象外となった傷病名に注意してください。 

  ・チラシ、回覧板、案内（SNS のスクリーンショットなどでも可）など、こども会活動であることを証明 

できるものが必要 

  ※事前に事業計画に登録されていないものにつきましては、申請の対象になりません。 

 

② 事務局に必ずご報告・ご連絡・ご相談をください。 

・ケガが発生した日から治癒した日（病院へ行った２回目以降の日）までを数えて５日以上あれば申請で 

きます。（初診の日からではなく。また、回数でもありません） 

・全こ連は、総医療点数が３３４点以上（医療共済金が１，０００円以上あれば申請できます。） 

 

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日
発生日 発生日

申請できる 申請できない

全治５日以上の診断が出た場合 通院１回なので

通院２回なので 通院１回なので

※発生日から１４日以降に初診を行った場合は、支払いの対象外です。

申請できる 申請できない

申請できる 申請できない

通院２回なので 通院実績がないと
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